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○ 埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則の一部を改正する規則（温暖化対策課） 

○ 埼玉県生活環境保全条例施行規則の一部を改正する規則（大気環境課） 
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○ 新方領用悪水路土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 
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○ 一般国道 299号の道路の占用を制限する区域の指定（秩父県土整備事務所） 

○ 県道吉田太田部譲原線の区域の変更（本庄県土整備事務所） 
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○ 埼玉県告示第 619号中訂正（大宮公園事務所） 

 

 



規

則 

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
内
に
当
該
提
出
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
提

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
条
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
三
条
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
内
に
当
該
提
出
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
提

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
内
に
当
該
報
告
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
報

告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
九
条
の
二
第
六
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
間
内
に
当
該
提
出
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
提

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
九
条
の
三
第
二
項
及
び
第
五
十
七
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

第
五
十
九
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

第
七
十
七
条
第
六
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
号 

 
 

 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
埼

玉
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
三
項
」
に

改
め
る
。 

 

様
式
第
八
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

第
１
５
条
第
２
項

 
第
１
５
条
第
３
項

 



規

則 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
二
年
六
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
一
号 

 
 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
四
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

第
十
四
条
第
四
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

卸
売
市
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
二
号 

 
 

 

卸
売
市
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

卸
売
市
場
法
施
行
細
則
（
令
和
元
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

様
式
第
一
号
５
⑵
の
（
記
載
上
の
注
意
）
中
「 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
第
１
の
２
中 

（
記
載
上
の
注 

認
定
を
受
け
た 

他
の
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
業
務
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
第
１
の
２
⑴
中
「
あ
あ
」
を
「
あ 

あ
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
五
号
３
⑵
の
（
記
載
上
の
注
意
）
中
「 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様

式
６
⑴
イ
中
「
場
外
指
定
保
管
場
所
」
を
「
場
外
保
管
場
所
」
に
、
「
あ
定
年
月
日
」
を
「
定
等

年
月
日
あ
」
に
改
め
、
同
様
式
６
⑴
イ
の
（
記
載
上
の
注
意
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
記
載
上
の
注
意
）

 
 

１
 
認
定
を
受
け
た
他
の
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
業
務
を
行
っ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
⑴
か

 

 
ら
⑶
ま
で
の
表
を
本
卸
売
市
場
分
及
び
当
該
他
の
卸
売
市
場
を
含
め
た
全
て
の
認
定
を
受
け
た

 

 
卸
売
市
場
分
の
合
計
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
こ
と
。

 

２
 
金
額
、
委
託
手
数
料
、
買
付
販
売
利
益

(
損
失

)
金
額
及
び
販
売
利
益
（
損
失
）
金
額
の
欄
は
、

消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
る
こ
と
。

 

（
記
載
上
の
注
意
）
 
認
定
を
受
け
た
他
の
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
業
務
を
行
っ
て
い
る
者
に
あ

 
 

 
 

っ
て
は
、
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
表
を
本
卸
売
市
場
分
及
び
当
該
他
の
卸
売
市
場
を

含
め
た
全
て
の
認
定
を
受
け
た
卸
売
市
場
分
の
合
計
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
作
成

す
る
こ
と
。

 

 

（
記
載
上
の
注
意
）
 
認
定
を
受
け
た
他
の
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
業
務
を
行
っ
て
い
る
者
に
あ

 
 

 
 

っ
て
は
、
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
表
を
本
卸
売
市
場
分
及
び
当
該
他
の
卸
売
市
場
を

含
め
た
全
て
の
認
定
を
受
け
た
卸
売
市
場
分
の
合
計
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
作
成

す
る
こ
と
。

 

 

「 「 

 

 

場
外
指
定
保
管
場
所

 

「 

B
／

A
 

返
済
・
償
還
額

 

B
 

」 

返
済
・
償
還
額

 

場
外
保
管
場
所

 

（
記
載
上
の
注
意
）

 
 

１
 
認
定
を
受
け
た
他
の
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
業
務
を
行
っ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
⑴
か

 

 
ら
⑶
ま
で
の
表
を
本
卸
売
市
場
分
及
び
当
該
他
の
卸
売
市
場
を
含
め
た
全
て
の
認
定
を
受
け
た

 

 
卸
売
市
場
分
の
合
計
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
こ
と
。

 

２
 
金
額
、
委
託
手
数
料
、
買
付
販
売
利
益
（
損
失
金
額
及
び
販
売
利
益
（
損
失
）
金
額
の
欄
は
、

消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
る
こ
と
。

 

A
／

 

指
定
年
月
日

 

金
額
及
び
販
売
利
益
（
損
失
）
金
額
の
欄
は
、
 

」 

 

残
高

 

指
定
等
年
月
日

 

残
高

 

 

（
記
載
上
の
注
意
）

 
温
度
管
理
の
有
無
の
欄
に
つ
い
て
は
、
場
外
保
管
場
所
が
低
温
又
は
定

温
管
理
機
能
を
有
す
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
「
有
」
を
、
当
該
機
能
を

有
し
な
い
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
「
無
」
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 

等
年
月
日

 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
号 

 
埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
十
九
号
）
第

三
条
第
二
項
た
だ
し
書
（
第
六
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

知
事
が
認
め
る
事
由
及
び
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

事
由 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
を
い
う
。
） 

二 

期
限 

 
 

令
和
二
年
九
月
三
十
日 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
の
徴
収
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

埼
玉
県
手
数
料
条

例
（
平
成
十
二
年

埼
玉
県
条
例
第
九

号
）
別
表
福
祉
部

の
項
第
三
号
、
第

四
号
及
び
第
五
号

に
規
定
す
る
手
数

料 

手 

数 

料 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
六
番
地
二 

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会 

理
事
長 

大
谷 

泰
夫 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

令
和
二
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
三
年

三
月
三
十
一
日
ま

で 委 

託 

期 

間 



 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号 

 
理
容
師
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
七
条
及
び
美
容
師
法
施
行

条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
出
張
理
美
容
師
衛
生
講

習
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

講
習
の
主
催
者 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大
野 

元
裕 

二 

講
習
日
程
及
び
講
習
会
場 

 

イ 

令
和
二
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
庁
第
三
庁
舎 

 

ロ 

令
和
二
年
十
二
月
一
日 

 
 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
石
井
二
千
三
百
二
十
七
番
地
一 

 
 

 

埼
玉
県
坂
戸
保
健
所 

 

ハ 

令
和
三
年
二
月
十
日 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
末
広
三
丁
目
九
番
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
保
健
所 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ら
ら
ぽ
ー
と
新
三
郷
、
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
新
三
郷
倉
庫
店 

 
 

 

埼
玉
県
三
郷
市
新
三
郷
ら
ら
シ
テ
ィ
三
丁
目
一
番
地
五
、
一
番
地
七 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

取
締
役
社
長 

池
谷
幹
男 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号 

 
 

 
 

 

コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 
代
表
取
締
役 

ケ
ン
テ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

リ
オ 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
池
上
新
町
三
丁
目
一
番
四
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社 

取
締
役
社
長 

長
島
巌 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号 

 
 

 
 

 

コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ケ
ン
テ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

リ
オ 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
池
上
新
町
三
丁
目
一
番
四
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ケ
ン
テ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

リ
オ 

 
 

 
 

 
 

 

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
池
上
新
町
三
丁
目
一
番
四
号 

外 

計
百
十
六 

 
 

 

 
 

 

者 

（
変
更
後
）
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ケ
ン
テ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

リ
オ 

 
 

 
 

 

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
池
上
新
町
三
丁
目
一
番
四
号 

外 

計
百
十
一 

者 



 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
二
年
四
月
一
日
外 

 
ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 
令
和
二
年
六
月
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ら
ら
ぽ
ー
と
新
三
郷
ア
ネ
ッ
ク
ス 

 
 

 

埼
玉
県
三
郷
市
新
三
郷
ら
ら
シ
テ
ィ
二
丁
目
千
百
九
十
三
―
十
四 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
合
同
会
社
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
２
１ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ 

Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｌ 

職
務 

 
 

 
 

 
 

 

執
行
者 

山
本
宏
治 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
四
丁
目
一
番
地 

（
変
更
後
）
ゼ
ビ
オ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

加
藤
智
治 

 
 

 
 

 

福
島
県
郡
山
市
朝
日
三
丁
目
七
番
三
十
五
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
二
年
三
月
九
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
十
九
日
ま
で 



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｇ 

Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ 

Ｓ
Ｏ
Ｙ
Ｏ
Ｃ
Ａ 

Ｆ
Ｕ
Ｊ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｏ 

 
 

 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
う
れ
し
野
二
丁
目
十
番
三
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

三
九
五
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

三
三
五
台 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

四
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
四
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号 

 
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地

方
卸
売
市
場
と
し
て
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

                            

開
設
者
の
名
称
及
び
住
所 

地
方
卸
売
市
場
の
名
称 

地
方
卸
売
市
場
の
位
置 

及

び

取

扱

品

目 

川
越
総
合
卸
売
市
場
株
式

会
社 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
大
袋

六
百
五
十
番
地 

埼
玉
川
越
総
合
地
方
卸

売
市
場 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
大
袋
六
百
五

十
番
地 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

生
鮮
水
産
物
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

株
式
会
社
上
武
生
産
市
場 

埼
玉
県
深
谷
市
中
瀬
千
五

百
二
十
八
番
地 

地
方
卸
売
市
場
上
武
生

産
市
場 

埼
玉
県
深
谷
市
中
瀬
千
五
百
二
十

八
番
地 

野
菜 

株
式
会
社
大
宮
中
央
青
果

市
場 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区

吉
野
町
二
丁
目
二
百
二
十

四
番
地
一 

大
宮
総
合
食
品
地
方
卸

売
市
場 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
吉
野
町
二

丁
目
二
百
二
十
四
番
地
一 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

株
式
会
社
浦
和
総
合
流
通

セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
桜
区

桜
田
三
丁
目
三
番
一
号 

地
方
卸
売
市
場
浦
和
総

合
流
通
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
桜
区
桜
田
三
丁

目
三
番
一
号 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

株
式
会
社
山
屋
青
果
市
場 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区

間
宮
六
百
五
十
五
番
地
二 

地
方
卸
売
市
場
山
屋
青

果
市
場 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
間
宮
六
百

五
十
五
番
地
二 

野
菜
及
び
果
実 

株
式
会
社
川
口
中
央
青
果

市
場 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
安
行

領
家
八
百
四
十
番
地
の
一 

地
方
卸
売
市
場
川
口
中

央
青
果
市
場 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
安
行
領
家
八

百
四
十
番
地
の
一 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

 



                                  

株
式
会
社
上
福
岡
青
果
市

場 埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
上
福

岡
五
丁
目
十
番
十
一
号 

地
方
卸
売
市
場
上
福
岡

青
果
市
場 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
五
丁

目
十
番
十
一
号 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

東
松
山
青
果
海
産
物
商
業

協
同
組
合 

埼
玉
県
東
松
山
市
神
明
町

一
丁
目
五
番
七
号 

地
方
卸
売
市
場
東
松
山

青
果
市
場 

埼
玉
県
東
松
山
市
神
明
町
一
丁
目

五
番
七
号 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

株
式
会
社
中
瀬
青
果
市
場 

埼
玉
県
深
谷
市
中
瀬
八
百

六
十
三
番
地 

地
方
卸
売
市
場
中
瀬
青

果
市
場 

埼
玉
県
深
谷
市
中
瀬
八
百
六
十
三

番
地 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

株
式
会
社
深
谷
並
木
青
果

市
場 

埼
玉
県
深
谷
市
原
郷
二
千

百
四
十
七
番
地 

地
方
卸
売
市
場
深
谷
並

木
青
果
市
場 

埼
玉
県
深
谷
市
原
郷
二
千
百
四
十

七
番
地 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

株
式
会
社
埼
玉
県
東
部
流

通
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
越
谷
市
流
通
団
地

三
丁
目
二
番
一 

越
谷
総
合
食
品
地
方
卸

売
市
場 

埼
玉
県
越
谷
市
流
通
団
地
三
丁
目

二
番
一 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品

並
び
に
農
産
物
加
工
品 

株
式
会
社
埼
玉
県
魚
市
場 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区

吉
野
町
二
丁
目
二
百
二
十

六
番
地
一 

埼
玉
県
水
産
物
地
方
卸

売
市
場 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
吉
野
町
二

丁
目
二
百
二
十
六
番
地
一 

生
鮮
水
産
物
及
び
そ
の
他
加
工
品

等 

群
馬
県
中
央
園
芸
株
式
会

社 群
馬
県
高
崎
市
下
大
類
町

千
二
百
五
十
八
番
地 

地
方
卸
売
市
場
熊
谷
花

市
場 

埼
玉
県
熊
谷
市
柿
沼
二
百
三
十
五

番
地
の
一 

花
き 

深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市
仲
町
十
一

番
一
号 

深
谷
市
花
植
木
公
設
地

方
卸
売
市
場 

埼
玉
県
深
谷
市
櫛
引
二
十
二
番
地

一 花
き
及
び
そ
の
加
工
品 

 



                                  

株
式
会
社
埼
玉
園
芸
市
場 

埼
玉
県
加
須
市
下
樋
遣
川

六
千
番
地 

地
方
卸
売
市
場
埼
玉
園

芸
市
場 

埼
玉
県
加
須
市
下
樋
遣
川
六
千
番

地 切
花
、
鉢
物
、
植
木
及
び
資
材 

秩
父
市 

埼
玉
県
秩
父
市
熊
木
町
八

番
十
五
号 

秩
父
市
公
設
地
方
卸
売

市
場 

埼
玉
県
秩
父
市
大
野
原
百
三
十
番

地 野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

生
鮮
水
産
物
及
び
そ
の
加
工
品 

埼
玉
県
中
央
青
果
株
式
会

社 埼
玉
県
上
尾
市
大
字
西
門

前
二
百
八
十
六
番
地 

埼
玉
県
地
方
卸
売
市
場

上
尾
市
場 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
西
門
前
二
百

八
十
六
番
地 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

株
式
会
社
埼
玉
西
部
食
品

流
通
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
南
永

井
八
百
六
十
七
番
地
一 

所
沢
総
合
食
品
地
方
卸

売
市
場 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
南
永
井
八
百

六
十
七
番
地
一 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

株
式
会
社
妻
沼
青
果
市
場 

埼
玉
県
熊
谷
市
妻
沼
台
千

百
七
十
四
番
地
一 

地
方
卸
売
市
場
妻
沼
青

果
市
場 

埼
玉
県
熊
谷
市
妻
沼
台
千
百
七
十

四
番
地
一 

野
菜 

さ
い
た
ま
春
日
部
市
場
株

式
会
社 

埼
玉
県
春
日
部
市
小
渕
二

百
四
十
三
番
地 

地
方
卸
売
市
場
さ
い
た

ま
春
日
部
市
場 

埼
玉
県
春
日
部
市
小
渕
二
百
四
十

三
番
地 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

川
口
食
肉
荷
受
株
式
会
社 

埼
玉
県
川
口
市
領
家
四
丁

目
七
番
十
八
号 

川
口
食
肉
地
方
卸
売
市

場 

埼
玉
県
川
口
市
領
家
四
丁
目
七
番

十
八
号 

食
肉 

株
式
会
社
川
越
花
き
市
場 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
寺
井

字
馬
喰
町
二
百
十
四
番
地

の
一 

地
方
卸
売
市
場
全
農
さ

い
た
ま
川
越
花
き
市
場 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
寺
井
字
馬
喰

町
二
百
十
四
番
地
の
一 

花
き
及
び
資
材 

 



    

株
式
会
社
熊
谷
青
果
市
場 

埼
玉
県
熊
谷
市
佐
谷
田
千

四
百
二
十
二
番
地 

地
方
卸
売
市
場
熊
谷
青

果
市
場 

埼
玉
県
熊
谷
市
佐
谷
田
千
四
百
二

十
二
番
地 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

株
式
会
社
深
谷
中
央
青
果

市
場 

埼
玉
県
深
谷
市
稲
荷
町
三

丁
目
五
番
二
十
号 

地
方
卸
売
市
場
深
谷
中

央
青
果
市
場 

埼
玉
県
深
谷
市
稲
荷
町
三
丁
目
五

番
二
十
号 

野
菜
、
果
実
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

鴻
巣
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー

株
式
会
社 

埼
玉
県
鴻
巣
市
寺
谷
百
二

十
五
番
地 

地
方
卸
売
市
場
鴻
巣
フ

ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
鴻
巣
市
寺
谷
百
二
十
五
番

地 花
き
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
物
品 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
六
月
十
五
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

株
木
用
水
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

坂
戸
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
六
月
十
五
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

中
里
用
水
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

坂
戸
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
六
月
十
五
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

入
西
北
部
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

坂
戸
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
六
月
十
六
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

金
杉
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

北
葛
飾
郡
松
伏
町 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
六
月
十
六
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

神
扇
落
悪
水
路
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

幸
手
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
六
月
十
六
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

元
荒
川
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

さ
い
た
ま
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
三
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
六
月
十
六
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

北
武
蔵
用
水
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

大
里
郡
寄
居
町 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
六
月
十
六
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

新
方
領
用
悪
水
路
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

春
日
部
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の 

規
定
に
よ
り
、
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
一
日 

二 

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号 

 

イ 

商
号 

 
 

 

株
式
会
社
靖
和 

 

ロ 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
末
広
一
丁
目
二
十
四
番
二
十
号 

 

ハ 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

新
井 

敏
之 

 

ニ 

許
可
番
号 

 
 

 

埼
玉
県
知
事
許
可
（
般
―
二
十
七
）
第
六
八
七
四
九
号 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

株
式
会
社
靖
和
の
役
員
は
、
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関 

 

す
る
法
律
違
反
の
罪
に
よ
り
、
さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
か
ら
禁
錮
二
年
（
執
行
猶
予
三
年
）
の 

 

判
決
を
受
け
、
令
和
二
年
一
月
二
十
九
日
、
そ
の
刑
が
確
定
し
て
い
る
。 

 
 

こ
の
こ
と
は
、
法
第
八
条
第
十
二
号
（
役
員
等
の
う
ち
に
第
七
号
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も 

 

の
）
の
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
許
可 

 

の
取
消
し
事
由
に
該
当
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
三
芳
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

三
芳
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
修
正
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

三
芳
町
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

川 

辺 

隆 

浩 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路 

線 

名 

二
百
九
十
九
号 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
新 旧 

旧 

新 
別 

秩
父
市
阿
保
町
三
七
八
〇
番
一
地
先
か

ら
同
市
阿
保
町
三
六
六
四
番
七
地
先
ま

で 秩
父
市
阿
保
町
三
七
八
〇
番
一
地
先
か

ら
同
市
阿
保
町
三
六
六
四
番
七
地
先
ま

で 
区 

 
 

 

間 

 
 

一
三
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

一
八
・
〇
五 

 
 

七
・
六
五
～ 

 
 

 
 

一
八
・
〇
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
八
六
・
八
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付

金
（
交
通
安
全
）
工
事
に
よ

る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

川 

辺 

隆 

浩 
 

 
 



 

一
般
国
道
二
百
九
十
九
号 

路 
 

線 
 

名 

秩
父
市
阿
保
町
三
七
八
〇
番
一
地
先
か
ら

同
市
阿
保
町
三
六
六
四
番
七
地
先
ま
で

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分

に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
六
年
三
月
二

十
五
日
付
け
埼
玉
県
秩

父
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
七
号
、
及
び
令

和
二
年
六
月
十
九
日
付

け
埼
玉
県
秩
父
県
土
整

備
事
務
所
長
告
示
第
四

号
で
告
示
し
た
道
路
予

定
区
域
の
一
部
供
用
開

始
で
あ
る
。 

延
長
四
八
六
・
八
メ
ー

ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

川 

辺 

隆 

浩 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

一
般
国
道 

二
百
九
十
九
号 

 

秩
父
市
阿
保
町
三
七
八
〇
番
一
地
先
か
ら
同
市
阿
保
町
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
六
四
番
七
地
先
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
日 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

飯 

塚 

雅 

彦 
 

 
 

 
 

 

一 

道

路

の

種

類 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 
 

吉
田
太
田
部
譲
原
線 

三 

道

路

の

区

域 



 
新 旧 

旧 

新 
別 

   

児
玉
郡
神
川
町
大
字
矢
納
字
鳥
巣
五
九

番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
矢
納
字

鳥
巣
五
九
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

二
〇
・
四
九 

 
 

 
 

～ 三
一
・
三
六 

 
 

一
六
・
〇
〇 

 
 

 
 

～ 二
〇
・
四
九 

 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

    

一
一
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
築
工
事 

 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

楢 

原 
 

 

徹 



  

第

秩

‐

一

号 指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

令
和
二
年
六
月
十
一

日 指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
秩
父
郡
横
瀬
町
大
字
横
瀬
字
拾
参
番
六
千
九
番

四
、
六
千
十
番
四
、
六
千
十
一
番
九
、
六
千
九
番
四
地
先 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

四
十
・
〇
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



正

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
九
号
（
令
和
二
年
六
月
九
日
第
百
十
三
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 
 

 
 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

 
 

 

誤 吉
川
市
吉
川
二
丁
目
一
番
地
一 

 

正 吉
川
市
き
よ
み
野
一
丁
目
一
番
地 
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